
Ｊ
Ｒ
東
海
労
は
、

月
10

27

日
、
名
古
屋
市
れ
あ
ろ
で
「
安

倍
政
権
に
よ
る
戦
争
の
で
き

る
国
づ
く
り
反
対
！
憲
法
改

悪
を
許
さ
な
い

・

集

10

27

会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
集

会
に
は
、
組
合
員
・
Ｏ
Ｂ
80

名
が
参
加
し
ま
し
た
。

主
催
者
を
代
表
し
て
、
淵

上
委
員
長
は
「
Ｊ
Ｒ
北
海
道

の
事
故
を
口
実
と
し
た
Ｊ
Ｒ

総
連
破
壊
攻
撃
が
さ
れ
て
い

る
。
特
定
秘
密
保
護
法
な
ど

の
制
定
と
組
織
弾
圧
は
セ
ッ

ト
で
や
ら
れ
て
く
る
の
は
歴

史
の
必
然
。
こ
れ
を
許
さ
ず

闘
お
う
」
と
挨
拶
し
ま
し
た
。

続
い
て
、
『
マ
ス
コ
ミ
市

民
』
編
集
長
・
石
塚
聡
氏
よ

り
「
平
和
が
危
な
い
！
憲
法

が
危
な
い
！
戦
争
の
で
き
る

国
を
も
く
ろ
む
安
倍
自
民

党
」
題
し
た
特
別
講
演
を
受

け
ま
し
た
。
石
塚
氏
は
「
自

民
党
憲
法
改
正
草
案
は
、
天

皇
を
頂
点
と
し
て
権
力
が
国

民
を
縛
る
も
で
、
立
憲
主
義

を
否
定
す
る
大
変
危
険
な
も

の
で
あ
る
。
日
本
は
本
当
に

『
自
由
な
国
』
な
の
か
。
世

界
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
組

織
す
る
『
国
交
な
き
記
者
団
』

が
今
年
１
月
に
発
表
し
た
報

道
の
自
由
ラ
ン
キ
ン
グ
に
よ

る
と
、
日
本
は
１
７
９
ヶ
国

中

位
で
あ
る
。

条
改
正

53

96

路
線
を
転
換
し
、
集
団
的
自

衛
権
の
容
認
に
向
け
た
策
動

が
や
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
３

点
セ
ッ
ト
が
、
安
保
防
衛
懇

と
安
保
法
制
懇
に
見
ら
れ
る

国
民
不
在
の
審
議
会
政
治
、

月
２
日
、
東
京
高
等
裁

10
判
所
は
、
行
政
訴
訟
Ｍ
（
名

古
屋
車
両
所
分
会
・
掲
示
物

不
当
撤
去
事
件
）
で
、
会
社

の
主
張
を
退
け
、
中
央
労
働

委
員
会
の
主
張
を
認
め
る
勝

利
判
決
を
言
い
渡
し
ま
し

た
。
東
京
地
方
裁
判
所
で
の

勝
利
判
決
に
引
き
続
い
て
の

勝
利
を
勝
ち
取
り
ま
し
た
。

判
決
後
、
新
幹
線
関
西
地

本
、
名
古
屋
車
両
所
分
会
は

名
古
屋
で
報
告
集
会
を
開
催

し
ま
し
た
。
集
会
に
は
名
古

屋
地
本
の
仲
間
も
多
く
駆
け

つ
け
、
共
に
成
果
を
確
認
し

ま
し
た
。
ま
た
、
掲
示
物
不

当
撤
去
で
闘
っ
て
い
る
大
阪

府
労
委
Ｐ
と
静
岡
地
本
地
労

委
の
勝
利
に
向
け
て
更
に
奮

闘
す
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し

た
。
集
会
終
了
後
は
、
勝
利

の
美
酒
を
酌
み
交
わ
し
ま
し

た
。本

部
は
判
決
後
直
ち
に
、

高
裁
判
決
を
認
め
組
合
に
謝

罪
す
る
と
共
に
、
最
高
裁
判

所
へ
の
上
告
を
行
わ
な
い
と

す
る
こ
と
な
ど
を
求
め
た

「
東
京
高
等
裁
判
所
の
判
決

に
対
す
る
申
し
入
れ
」
（
『
申

第

号
』
）
を
提
出
し
ま
し

19
た
。
し
か
し
、
こ
の
申
し
入

れ
に
対
し
会
社
は
、

月
10

18

日
に
窓
口
回
答
を
行
い
、「
こ

れ
ま
で
と
同
様
、
会
社
は
不

当
労
働
行
為
は
行
っ
て
い
な

い
。
最
高
裁
判
所
に
上
告
し

た
」
と
全
く
反
省
し
な
い
ど

こ
ろ
か
、
敵
対
行
為
を
露
わ

に
し
ま
し
た
（
『
業
務
速
報
』

№
８
８
５
参
照
）。

密
保
護
法
案
の
他
、
産
業
競

争
力
強
化
法
案
な
ど

法
案

30

が
審
議
さ
れ
る
予
定
。
安
倍

首
相
は
所
信
表
明
演
説
で
、

外
交
・
安
保
政
策
で
「
『
積

極
的
平
和
主
義
』
こ
そ
が
、

我
が
国
が
背
負
う
べ
き

世
21

紀
の
看
板
」
と
強
調
し
た
▼

９
月
の
訪
米
で
「
積
極
的
平

和
主
義
」
を
提
唱
し
、
「
集

団
的
自
衛
権
の
行
使
を
真
剣

に
検
討
し
て
い
る
」
と
表
明

し
た
。
今
国
会
を
「
戦
争
の

出
来
る
国
づ
く
り
」
に
向
け

た
地
な
ら
し
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
▼
そ
し
て
、
国

会
開
催
と
同
時
期
に
、

日
16

か
ら
オ
ス
プ
レ
イ
を
国
内
で

初
め
て
使
っ
た
日
米
共
同
訓

練
が
、
滋
賀
県
あ
い
ば
野
自

衛
隊
演
習
場
と
陸
上
自
衛
隊

今
津
駐
屯
地
で
強
行
さ
れ

た
。
ま
た
高
知
県
で
も
共
同

防
災
訓
練
に
オ
ス
プ
レ
イ
を

使
う
計
画
だ
（

日
の
訓
練

25

は
台
風
で
中
止
）
▼
既
成
事

実
を
つ
く
り
、
今
後
、
日
米

共
同
訓
練
を
全
国
に
拡
大

し
、
オ
ス
プ
レ
イ
配
備
を
は

じ
め
、
与
那
国
島
へ
の
自
衛

隊
配
備
、
岩
国
基
地
へ
の
Ｆ

の
導
入
、
京
都
丹
後
・
経

35ヶ
岬
へ
の
Ｘ
バ
ン
ド
レ
ー
ダ

ー
の
配
置
と
イ
ー
ジ
ス
艦
の

増
強
、
２
０
１
５
年
の
オ
ス

プ
レ
イ
自
衛
隊
導
入
が
日
米

両
政
府
間
で
計
画
さ
れ
て
る

▼
私
た
ち
は
、

・

集
会

10

27

を
出
発
点
に
、
戦
争
に
反
対

す
る
全
て
の
仲
間
と
連
帯

し
、
闘
っ
て
い
こ
う
！

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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２０１３年

１１月１日

第３４１号

月

日
、
臨
時
国

10

15

会
が
開
催
さ
れ
た
。
今

国
会
で
、
日
本
版
Ｎ
Ｓ

Ｃ
設
置
法
案
、
特
別
秘

汽 笛

http://www.geocities.jp/jrtoukairou/
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憲
法
改
悪
阻
止
の
た
め
に
職
場
内
外
か
ら
闘
お
う
！

憲
法
改
悪
を
許
さ
な
い

・

集
会
開
催

内
閣
法
制
局
長
官
の
人
事
と

防
衛
大
綱
の
見
直
し
に
見
ら

れ
る
行
政
執
行
権
限
の
行

使
、
特
定
秘
密
保
護
法
、
国

家
安
全
保
障
会
議
（
日
本
版

Ｎ
Ｓ
Ｃ
）
、
安
全
保
障
基
本

法
に
見
ら
れ
る
違
憲
立
法
に

よ
る
実
質
改
憲
で
あ
る
。
改

憲
を
許
さ
な
い
た
め
に
、
共

に
闘
お
う
」
と
訴
え
ま
し
た
。

ま
た
、
マ
ス
コ
ミ
業
界
が

権
力
に
動
か
さ
れ
て
い
る
実

態
も
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

特
別
講
演
を
受
け
、
Ｊ
Ｒ

東
海
労
と
し
て
の
闘
い
を
展

開
す
る
た
め
の
問
題
提
起
と

し
て
、
高
山
教
宣
部
長
は
「
戦

前
の
時
代
、
職
場
か
ら
戦
争

に
協
力
す
る
た
め
の
組
織
で

あ
る
産
業
報
国
会
が
広
ま
っ

た
経
緯
か
ら
、
戦
争
に
協
力

し
な
い
労
働
者
・
労
働
組
合

の
組
織
化
が
前
提
。
そ
の
た

め
に
、
職
場
か
ら
戦
争
に
反

対
す
る
仲
間
を
増
や
し
て
こ

う
」
と
訴
え
ま
し
た
。

地
方
報
告
と
し
て
、
新
幹

線
関
西
地
本
・
三
田
組
織
部

長
か
ら
、
外
部
組
織
へ
の
関

わ
り
づ
く
り
に
つ
い
て
、
実

践
的
な
教
訓
点
が
報
告
さ
れ

ま
し
た
。
全
体
討
論
で
は
、

５
名
か
ら
闘
う
決
意
の
発
言

が
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
集
会
ア
ピ
ー
ル

を
全
体
で
確
認
し
、
憲
法
改

悪
を
許
さ
な
い
闘
い
を
全
力

で
闘
う
こ
と
を
意
思
統
一

し
、
集
会
は
成
功
裡
に
終
了

し
ま
し
た
。

行政訴訟Ｍ控訴審勝利！
会社は最高裁に上告

10
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新
幹
線
関
西
地
本
は
、
10

月

～

日
の
日
程
で
、
中

15

19

国
平
和
研
修
を
開
催
し
ま
し

た
。
研
修
に
は
、
組
合
員
・

Ｏ
Ｂ
、
お
り
づ
る
の
会
、
Ｊ

Ｒ
貨
物
労
組
、
合
わ
せ
て
15

告
受
理
申
立
理
由
書
』
を
最

高
裁
判
所
に
提
出
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、
弁
護
士
会
館

で
「
報
復
処
分
撤
回
裁
判
勝

利
！
緊
急
集
会
」
を
開
催
し

ま
し
た
。
集
会
に
は
、
急
遽

の
開
催
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

名
の
組
合
員
・
Ｏ
Ｂ
が
結

40集
し
ま
し
た
。

集
会
で
、
新
幹
線
地
本
成

田
委
員
長
は
「
デ
ッ
チ
上
げ

と
い
う
本
質
を
見
抜
き
、
職

場
か
ら
闘
い
を
つ
く
っ
て
き

た
。
そ
し
て
大
き
な
広
が
り

を
勝
ち
取
っ
て
き
た
。
東
京

９
月

日
、
フ
ォ
ー
ラ
ム

29

平
和
関
西
ブ
ロ
ッ
ク
主
催
の

「
オ
ス
プ
レ
イ
は
来
る
な
！

日
米
合
同
軍
事
演
習
反
対
！

あ
い
ば
野
集
会
」
が
滋
賀
県

高
島
市
住
吉
公
園
で
開
催
さ

れ
、
Ｊ
Ｒ
東
海
労
関
西
地
本

は
、
Ｊ
Ｒ
総
連
の
仲
間
と
共

に
参
加
し
ま
し
た
。

ま
た
、

月
６
日
に
は
、

10

Ｊ
Ｒ
西
労
主
催
の
「

・
６

10

あ
い
ば
野
で
の
日
米
共
同
訓

練
反
対
集
会
」
が
開
催
さ
れ
、

Ｊ
Ｒ
東
海
労
関
西
地
本
の
仲

間
は
、
積
極
的
に
参
加
し
ま

し
た
。

あ
い
ば
野
で
の
演
習
は
、

オ
ス
プ
レ
イ
を
使
用
し
た
日

米
合
同
訓
練
を
日
本
全
国
に

広
げ
る
目
的
が
あ
り
、
ま
さ

し
く
集
団
的
自
衛
権
の
行

使
、
戦
争
の
出
来
る
国
づ
く

り
を
目
指
し
た
も
の
で
す
。

参
加
者
は
、
平
和
を
希
求
す

る
た
め
に
闘
う
こ
と
を
確
認

し
ま
し
た
。

（２）第３４１号 Ｊ Ｒ 東 海 労 ２０１３年（平成２５年）１１月１日

月
７
日
、
東
京
第
二
運

10
輸
所
分
会
斉
藤
書
記
長
は
、

報
復
処
分
撤
回
裁
判
の
『
上

名
が
参
加
し
ま
し
た
。

虎
石
溝
万
人
坑
、
平
頂
山

紀
念
館
、
撫
順
戦
犯
管
理
所
、

南
京
大
虐
殺
紀
念
館
、
南
京

大
虐
殺
現
場
な
ど
を
訪
問
・

見
学
し
ま
し
た
。

報
復
処
分
撤
回
裁
判
を
勝
利
す
る
ぞ
！

『
上
告
受
理
申
立
理
由
書
』
提
出
と
集
会
開
催

高
裁
の
反
動
判
決
を
許
さ
ず

最
後
ま
で
闘
い
抜
こ
う
」
と

挨
拶
し
ま
し
た
。
本
部
淵
上

委
員
長
、
地
本
Ｏ
Ｂ
会
尾
崎

事
務
長
、
長
島
弁
護
士
、
東

二
運
分
会
庭
山
委
員
長
か
ら

の
連
帯
挨
拶
の
後
、
斉
藤
書

記
長
は
「
裁
判
所
の
良
心
に

か
け
る
。
職
場
を
変
え
る
闘

い
は
続
く
。
組
織
拡
大
に
つ

な
げ
る
よ
う
に
闘
う
」
と
力

強
く
決
意
表
明
を
行
い
、
集

会
は
成
功
裡
に
終
了
し
ま
し

た
。

鉄
道
員
へ
の
暴
力
撲
滅
を
訴
え
る

Ｉ
Ｔ
Ｆ
国
際
統
一
行
動
ビ
ラ
配
布
行
動

月
８
日
、
Ｉ
Ｔ
Ｆ
国
際

10
統
一
行
動
週
間
の
一
環
と
し

て
、
Ｊ
Ｒ
総
連
の
仲
間
と
共

に
ビ
ラ
配
布
行
動
を
展
開
し

ま
し
た
。

こ
の
日
、
４
４
０
名
以
上

の
Ｊ
Ｒ
総
連
組
合
員
が
国
内

ヶ
所
で
１
万
７
，
０
０
０

74枚
以
上
の
ビ
ラ
を
配
布
し
、

鉄
道
員
に
対
す
る
暴
力
行
為

の
撲
滅
を
訴
え
ま
し
た
。

オスプレイ訓練反対！
滋賀県での反対集会に参加

南京大虐殺現場などを訪問
新幹線関西地本が中国平和研修を開催

月

日
、
安
倍
内
閣
は

10

25

「
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す

る
法
律
案
」
を
閣
議
決
定
し
、

今
国
会
で
成
立
を
目
指
す
と

し
て
い
ま
す
。
私
は
、
こ
の

法
案
は
、
形
式
的
に
も
内
容

的
に
も
大
い
に
問
題
が
あ
る

と
考
え
「
反
対
」
の
立
場
で

す
。そ

も
そ
も
、
日
本
と
い
う

国
の
か
た
ち
が
、
国
民
主
権

か
ら
国
家
主
権
に
大
き
く
変

わ
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な

い
こ
の
法
案
を
、
ま
と
も
な

議
論
も
さ
せ
ず
に
決
め
て
し

ま
お
う
と
す
る
安
倍
首
相
の

政
治
姿
勢
が
姑
息
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

野
党
の
申
し
入
れ
を
受
け

ず
早
期
の
臨
時
国
会
開
催
を

拒
み
続
け
、
結
局

日
間
と

53

い
う
極
め
て
短
期
の
秋
の
臨

時
国
会
と
し
て
お
き
な
が

ら
、
更
に
ろ
く
な
審
議
時
間

も
取
ら
ず
、
圧
倒
的
な
数
の

力
で
強
引
に
成
立
さ
せ
て
し

ま
お
う
と
す
る
姿
勢
は
民
主

主
義
を
逸
脱
す
る
行
為
で

す
。同

法
案
は
、
「
防
衛
」「
外

交
」
「
特
定
有
害
活
動
の
防

止
」「
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
」

が
「
特
定
秘
密
」
に
当
た
る

と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
全
て
が

秘
密
と
さ
れ
、
秘
密
を
漏
ら

し
た
人
、
知
ろ
う
と
し
た
人

は
最
高
で
懲
役

年
と
い
う

10

重
罰
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。
処

罰
の
対
象
は
国
家
公
務
員
だ

け
で
は
な
く
、
都
道
府
県
警

察
、
企
業
、
一
般
市
民
と
膨

大
な
数
と
な
り
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
社
員
に
引
き
寄
せ
て

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
有
事

法
制
に
よ
り
日
本
が
有
事
に

晒
さ
れ
た
場
合
、
協
力
団
体

の
一
つ
に
Ｊ
Ｒ
も
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
協
力
す
る
内
容

に
は
、
国
家
秘
密
に
関
わ
る

事
項
も
当
然
含
ま
れ
ま
す
。

そ
れ
を
漏
ら
し
た
と
な
れ

ば
、

年
の
罪
に
問
わ
れ
ま

10

す
。問

題
は
「
特
定
秘
密
」
の

範
囲
が
極
め
て
広
範
か
つ
不

明
確
で
あ
り
、
範
囲
を
定
め

る
の
は
行
政
機
関
の
長
及
び

大
臣
な
の
で
す
。
大
い
に
恣

意
的
な
運
用
が
出
来
る
こ
と

で
、
後
々
情
報
公
開
し
な
い

こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
い
ま

す
。Ｊ

Ｒ
総
連
・
各
単
組
や
そ

の
組
合
員
が
「
秘
密
を
漏
ら

し
た
」
と
指
定
さ
れ
れ
ば
、

い
く
ら
で
も
罪
を
デ
ッ
チ
上

げ
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の

で
す
。

更
に
、
仮
に
裁
判
に
入
っ

て
「
漏
ら
し
た
と
い
う
な
ら

証
拠
を
提
示
す
べ
き
」
と
主

張
し
て
も
、
「
国
家
秘
密
に

よ
り
開
示
で
き
ま
せ
ん
」
と

い
う
言
い
分
が
通
っ
て
し
ま

う
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。

え
ん
罪
・
Ｊ
Ｒ
浦
和
電
車

区
事
件
は
、
強
要
罪
に
必
要

な
事
実
認
定
が
ほ
と
ん
ど
立

証
さ
れ
な
い
ま
ま
「
有
罪
」

を
言
い
渡
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
、
現
在
で
も
公
正

・
公
正
な
裁
判
が
行
わ
れ
な

い
状
況
で
、
特
定
秘
密
保
護

法
案
が
成
立
す
れ
ば
、
時
の

政
府
に
異
論
を
唱
え
る
よ
う

な
集
会
や
主
張
や
報
道
は
、

ほ
と
ん
ど
取
り
締
ま
り
の
対

象
に
な
る
可
能
性
が
非
常
に

高
く
な
り
ま
す
。

こ
の
日
本
を
、
暗
黒
の
社

会
に
し
な
い
た
め
に
も
組
合

員
の
皆
さ
ん
と
問
題
意
識
を

共
有
し
、
共
に
反
対
の
う
ね

り
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

田
城
議
員便

り


